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台風１８号による大雨等の被害に対する見舞金について 

  京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、今般の台風１８号による被害からの一日も早い復旧を願い、
９月２１日から２３日の間、延べ２０６名の行員が災害支援ボランティア活動に参加しておりま

すが、被害に遭われた皆さまの災害復旧に役立てていただきたく災害救助法や被災者生活再建支

援法の適用が決定された京都市、福知山市、舞鶴市、その他被害に遭われた市町村の代表として

京都府に対しまして、下記のとおり災害見舞金を贈呈しますのでお知らせいたします。 

記 

１．贈呈先   京都府、京都市、福知山市、舞鶴市 

２．贈呈総額  ２,５００,０００円  ＜内訳＞京 都 府 １,０００,０００円 

京 都 市  ５００,０００円 

福知山市   ５００,０００円 

舞 鶴 市  ５００,０００円 

３．贈呈日   平成２５年１０月７日（月）に京都府に贈呈いたします。 

京都市、福知山市、舞鶴市には８日以降贈呈させていだく予定です。 

 
 

以   上 


